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1 はじめに 

 

ミャンマーにおいて、約 5 年間据え置かれてきた最低賃金が実質

的に引き上げられました。10 月 8 日付国営紙グローバル・ニュー・

ライト・オブ・ミャンマーによると、政労使の代表者が参加する全

国最低賃金委員会が全ての企業で働く労働者に対して１日当たり 1,000 チャットの「手当」支給

を義務付けると発表しました。 

 

2 インフレ手当の支給について 

 

最低賃金は 2015年に 3,600チャットに設定され、2018年には 4,800チャットに引き上げられて

いました。最低賃金は 2年ごとに見直すとされていますが、2018年以降は Covid-19の流行や 21

年 2月のクーデター後は先送りされていました。 

 

支給される 1 日当たり 1,000 チャットの増加分は近年の物価高にするインフレに対する「手当」

と解されます。基本給は最低 4,800 チャットに据え置かれていますが、1 日あたりの総支給額が

4,800チャットから 5,800チャットに引き上げられたため、実質的には最低賃金の見直しと言えま

す。なお、最低賃金法上の賃金には、基本給与に加え、時間外労働手当及び賞与が含まれる旨

規定されているため、政府としては「最低賃金の引き上げ」として公表し、労働者に対して政

府支持を訴求する狙いがあると言われています。 

 

また、10月 8日付国営紙グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマーによると、新賃金の

適用は１日からとされ、全国の職場・工場を対象とし、職種も問わないとされています。 

 

3 時間外手当の計算について 

 

新賃金の見直しが、様々な分野に影響を及ぼすと考えられますが、ここでは、時間外手当の

計算について記載させていただきます。 

 

工場法及び休日休暇法によれば、使用者は、労働者を法律上規定された労働時間以上または

休日に働かせた場合、時間外労働手当として、平均賃金の 2 倍以上の額を支払わなければならな

いと規定されています。当該額の計算方法について、下記のとおり、労働省により定められた

所定の計算式が適用されます。 

 

 
 

時間外手当については、基本給がベースとなっており、手当は含まれない扱いとなっている

ため、本件の増加分が手当であれば、時間外手当の計算に影響を及ぼさないと考えられます。 

ただし、政府からの発表によって解釈の変更または計算方法の指示がありうるため、注意が

必要となります。 
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4 今後の動向 

 

今後ミャンマーにおいて本件の実質的な最低賃金の増加により、関連する実務の混乱が予想

されるため、今後の動向に注意が必要となります。 

 

以 上 

 

〈注記〉本資料に関し、以下の点ご了承ください。 

・ 本資料は 2023年 10月 12日時点の情報に基づき作成しています。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化、実務上の運用の変更に伴い、本資料は変更となる可能性が

ございます。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても弊所は責任を負いません。 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers Group」は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包

括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワー

クです。One Asia Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーフ

ァームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクテ

ィカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal 

までお願いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グル

ープ・メンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は

執筆者の個人的見解であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的

情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個

別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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